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１．北総鉄道の概要について 
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北総鉄道株式会社の概要 

 

１．会社概要（平成３１年７月１日現在） 

設    立   昭和４７年５月１０日 

本社所在地  千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷４－２－３ 

 代 表 者   代表取締役社長 室谷 正裕 

資 本 金   ２４９億円 

主な株主    京成電鉄株式会社       ５０．８％ 

          千葉県             ２２．２％ 

          独立行政法人 都市再生機構   １７．２％ 

          松戸市             １．３％ 

          市川市             １．０％  

          新京成電鉄株式会社       １．０％ 

 

２．営業区間 

 京成高砂～印旛日本医大 ３２．３㎞ 

    うち小室～印旛日本医大（１２．５㎞）は第２種鉄道事業 

      （第３種鉄道事業者は千葉ニュータウン鉄道株式会社） 

 

３．沿    革 

昭和５４年 ３月 北総線 北初富～小室間 開業 

昭和５９年 ３月 公団線 小室～千葉ニュータウン中央間 開業 

平成 ３年 ３月 北総線 京成高砂～新鎌ヶ谷間 開業 

平成 ７年 ４月 公団線 千葉ニュータウン中央～印西牧の原間 開業 

平成１２年 ７月 公団線 印西牧の原～印旛日本医大間 開業 

平成２２年 ７月 京成電鉄成田空港線 開業 

 

４．輸送人員（平成２９年度） 

  年間３８百万人（１日当たり１０．５万人） 

 

５．経営状況                          （単位：百万円） 

 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 

営業収益 16,407 16,264 16,480 16,816 17,523 

営業費用 10,849 11,462 11,506 12,097 13,396 

営業利益 5,558 4,801 4,974 4,718 4,126 

営業外損益 △911 △838 △802 △649 △535 

経常利益 4,647 3,963 4,171 4,069 3,591 

当期純利益 2,891 2,527 2,761 2,811 2,449 

繰越利益剰余金 △20,234 △17,707 △14,946 △12,134 △9,685 

有利子負債 85,266 82,572 79,636 76,814 74,196 
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北総鉄道の運賃水準について（普通運賃）
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２．北総鉄道に関する訴訟の状況について 
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北総線第二次訴訟について 
 
１．事案の概要 
  平成２６年１２月、北総線を利用して通学する大学生（当時）とその父親が原告

となり、国土交通大臣が平成２６年３月に北総鉄道及び京成電鉄に対して行った、

消費税率の８％への引上げに伴う上限運賃変更認可の取消しを求めて提訴された

行政訴訟。 
 
２．裁判の経過 
 ○一審（東京地裁） 
   平成２６年９月３日（訴状）～平成３１年３月１４日（判決） 
 
○控訴審（東京高裁） ＜継続中＞ 
 平成３１年３月２５日（控訴状）～令和元年７月３０日（第１回口頭弁論予定）  

 
３．一審判決（東京地裁） 

請求の趣旨 裁判所の判断 

①北総鉄道に対する上限運賃変更認可処分の取消し 
却下 

（原告適格なし※） ②京成電鉄に対する成田空港線に係る上限運賃変更認可 
処分の取消し 

 
 ※本件原告らは、息子が大学を卒業して都内に居住したことにより、北総線又は成

田空港線の利用頻度は１か月に多くて８回程度と、日常的に北総線又は成田空港

線を利用している者とはいえず、原告適格を有しない。 
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※ P7～P48（判決本文）については、個人情報に配慮する必要があることや控訴審

が継続中であることから掲載を省略しています。 



     

（参考）北総線第一次訴訟について 
 
１．事案の概要 
  平成２２年８月、北総線の沿線住民等が原告となり、国土交通大臣が行った線路

使用条件設定認可や運賃設定認可の取り消し、変更命令の義務付け等を求めて提訴

された行政訴訟 
 
２．裁判の経過 
 ○一審（東京地裁） 
   平成２２年８月１７日（訴状）～平成２５年３月２６日（判決） 
 

 ○控訴審（東京高裁） 
平成２５年４月９日（控訴状）～平成２６年２月１９日（判決） 
 

 ○上告審（最高裁） 
平成２６年３月４日（上告状）～平成２７年４月２１日（上告棄却の決定） 

 
３．判決（東京高裁） 

請求の趣旨 裁判所の判断 
北総線の線路

使用条件につ

いて 

①京成電鉄と北総鉄道の間の線路使用条件 
の設定認可の取消し 

却下 
（原告適格なし） 

②京成電鉄と千葉ニュータウン鉄道に対す 
る線路使用条件の設定認可の取消し 

却下 
（原告適格なし） 

③京成電鉄及び北総鉄道に対する線路使用 
条件の変更命令の義務付け 

却下 
（原告適格なし） 

北総線の運賃

について 
④北総鉄道に対する運賃変更認可の無効確 
認 

棄却 

⑤北総鉄道に対する運賃変更認可の取消し 却下 
（出訴期間徒過） 

⑥北総鉄道に対する上限運賃変更命令 
 

棄却 

成田空港線の

運賃について 
⑦京成電鉄に対する上限運賃設定認可の取 
消し 

棄却 

⑧京成電鉄に対する成田空港線の上限運賃 
変更命令の義務付け 

棄却 
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３．消費税率の引上げに伴う鉄道運賃の改定方法に

ついて 
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公共交通事業等における消費税の運賃・料金への転嫁の方法に関する 

基本的な考え方 

 

平成３１年３月１２日 

国  土  交  通  省 

 

 

１． 本年１０月１日から現行消費税が消費税と地方消費税を合わせて１０％の税 

率となる。消費税は、消費一般に負担を求める間接税であり、これを円滑かつ 

適正に転嫁し、利用者が公平に負担することが基本である。 

 

２． このため、公共交通事業等における消費税率引上げ分の運賃・料金への転嫁 

にあたっては、平成２５年８月１日の物価担当官会議申合せ（一部改正 平成 

30 年 12 月 27 日）に基づき、原則下記により適切に対応することとする。 

 

（１） 消費税率引上げ分については、事業者の改定申請がされた場合には、運 

賃・料金への転嫁を基本として対処する。 

 

（２） 消費税率引上げに併せて通常改定の申請が行われる場合には、個別案件ご

とに厳正に対処する。 

 

（３）端数処理については、合理的かつ明確な方法により行う。また、現行の運 

賃・料金体系を踏まえつつ、事業全体として１１０／１０８以内の増収と 

なるように調整する。 

 

（４）ＩＣカード利用の普及を踏まえ、同一区間において、１０円単位と１円単 

位の異なる運賃を設定する場合には、利用者にとって分かりやすいものと 

して、理解が得られるように周知を徹底する。 

 

（５）改定申請については、その運用をできる限り簡素化するなど、事業者の負 

担軽減を図る。 

 

（６）消費税率引上げ分に伴う運賃・料金の改定については、消費税率引上げ適 

用日以降に行うことを基本とするが、消費税率引上げによる公共交通事業 

分野における需要変動の平準化を図るために必要と認められる場合には、 

合理的な範囲内において、これを前倒しして行うことも妨げない。 
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平成３１年４月４日 
 
 

消費税率の引上げに伴う鉄軌道事業の旅客運賃等の変更に関する処理方針 
 
 
 

国土交通省鉄道局鉄道事業課 
 
 
 
 消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）の税率の引上げに伴う鉄
軌道事業の旅客運賃等の変更については、次により処理することとする。 
 
 
Ⅰ．基本方針 
 

消費税は、消費一般に広く負担を求める税であり、最終的には消費者が負
担するものであることから、2019年10月1日に予定されている消費税率の引上
げに当たっては、旅客運賃等（鉄道事業法第16条第1項及び軌道法第11条第1
項）の変更により、円滑かつ適正な転嫁を行うことを原則とする。 
 
具体的には、以下を基本方針とする。 
① 事業全体として108分の110以内の増収を前提とする。 
② より正確な転嫁を可能とする運賃を認める。 
③ 利用者から見た運賃等のわかりやすさにも配慮する。 

 
 
Ⅱ．改定方法 

以下の改定方法を基本とする。 
 
１．普通旅客運賃 

 
(1) 税抜運賃の算定 

改定の基礎となる税抜普通旅客運賃（以下「基準額」という。）は、前回
運賃改定時に算定した基準額とする。 
前回運賃改定時に基準額を算定していない場合及び今回新たに１円単位

運賃を導入する場合は、現行の普通旅客運賃（上限運賃）に108分の8を乗
じて算出した税額を同運賃から減額して算出した額を基準額とする。 
 

(2) 10円単位運賃のみによる変更 
基準額に、100 分の 110 を乗じて得た額の 10 円未満の端数を四捨五入に

より端数処理して 10 円単位とした額を新たな税込みの普通旅客運賃（上限
運賃）とする。 
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(3) １円単位運賃導入事業者における変更 
基準額に、100分の110を乗じた額の小数点以下を四捨五入又は切り捨て

により端数処理して1円単位とした額を新たな税込みの普通旅客運賃（上限
運賃）とする。 
1円単位改定事業者が引き続き設定する10円単位運賃については、基準額

に、100分の110を乗じて得た額の10円未満の端数を四捨五入又は切り上げ
により端数処理して10円単位とした額を新たな税込みの普通旅客運賃（上
限運賃）とする。 

 
２．定期旅客運賃及び料金 

 
定期旅客運賃及び料金の変更 
現行の定期旅客運賃（上限運賃）又は料金（鉄道事業法施行規則第32条

第1項）に108分の110を乗じて得た額の10円未満の端数を四捨五入により端
数処理して10円単位とした額を新たな税込みの定期旅客運賃（上限運賃）
又は料金とする。 

 
３．調整 

 
 (1) 上記１(2)及び２の処理により旅客運輸収入全体の増収に過不足が見込

まれる場合には、利用者の公平感及び負担感に配慮しつつ、切り上げ又は
切り捨てにより10円単位の端数処理を行うことにより、旅客運輸収入全体
として 108分の110以内となるよう調整を行う。 

 
 (2) 上記(1)及び１(3)の処理によっても、なお過不足が見込まれる場合は、

改定率のバランスに配慮しつつ普通旅客運賃又は定期旅客運賃の10円単位
での減額、回数乗車券の発売額の据置等によって全体として108分の110以
内の増収となるよう調整を行う｡ 

 
４．手続き等 

 
 (1) 消費税のみの転嫁 

消費税率の転嫁のみを事由として旅客運賃等の上限変更の認可申請を行
う場合にあっては、当該申請が鉄軌道事業者の経営の改善を目的とするも
のではなく、消費税を最終的な負担者である消費者に適正に転嫁するため
に行われるものであることに鑑み、「ＪＲ旅客会社、大手民鉄及び地下鉄事
業者の収入原価算定要領(平成12年3月1日・鉄業第10号)」及び「中小民鉄
事業者の収入原価算定要領(平成12年3月1日・鉄業第11号)」は適用しない
こととして、以下により収入原価の算定を行うものとする。 
 

① 収入 
上記１～３に基づき運賃等の変更を行った場合の収入の増加額とす

る。当該収入の算定に当たっては、直近の実績年度における旅客輸送量
を基礎として改定前・後の旅客運輸収入を算定することとし、運賃等の
変更に伴う旅客の逸走は考慮しないものとする。 
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② 適正原価 
旅客運輸収入に係る消費税相当額の増加額とし、運賃等の変更に伴う

機器改修費用等、消費税相当額以外の要素は含めないこととする。 
 

③ 適正利潤 
消費税の転嫁のみを行うものであることから、ゼロとする。 

 
④ その他 

原価計算期間は１年間とするとともに、申請書に、別添の「旅客運賃
等の算出の基礎を記載した書類」を添付することとする。 

 
 (2) 消費税転嫁と併せた運賃変更 

消費税率の引上げに併せて、その他の事由による旅客運賃等の上限変更
の認可申請が行われる場合は、個別案件ごとに厳正に対処する。 

 
 (3) 適切な情報提供 

上記(1)(2)にかかわらず、「鉄軌道事業の情報提供ガイドライン(平成13
年11月30日・国鉄都第48号､国鉄業第39号、国鉄技第108号､国鉄施第135
号)」に基づき、適切な情報提供を実施するものとする。なお、(2)の場合
には、消費税率の引上げに伴う変更分と、それ以外の事由による変更分と
を区分して公表するなど、利用者の十分な理解が得られるよう情報提供に
努めるものとする。 

 
 
Ⅲ．旅客運賃等の変更の時期 

消費税率引上げの適用日以降に行うことを基本とする。 
 
 
Ⅳ．利用者への広報等について 
(1) 鉄軌道事業者は、消費税率の引上げに伴う旅客運賃等への円滑かつ適正
な転嫁について、利用者の十分な理解を得るため、パンフレット、ポスタ
ー、ホームページ等各種媒体による広報を行うとともに、利用者からの問
い合わせに対応する体制を整え、適切に対処するものとする。 
 

(2) １円単位改定事業者は、１円単位運賃と10円単位運賃を利用者にとって
わかりやすい方法で表示し、丁寧な説明を行うものとする。 
 

(3) １円単位改定事業者は、10円単位運賃における10円未満の端数処理につ
いて、Ⅱ１(3)の切り上げにより端数処理する場合は、ＩＣカードの初期販
売価格、チャージ金額、払戻手数料の低廉化、ＩＣカードの利用しやすい
環境の整備等に努めるものとする。  

 
 
Ⅴ．その他 
  上記Ⅰ～Ⅳの取扱いに関しては、2020 年 9 月 30 日までの間に消費税率の引
上げに伴って旅客運賃等を改定した場合において適用する。 
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別　添

事業者名：

うち消費税額
（8％）

10％の場合
の消費税額

（Ａ） （ａ＝Ａ×8/108） （ｂ＝Ａ×10/108） （Ｂ） （B-A)/A×100 （Ｃ＝Ｂ－Ａ） （Ｄ＝(ｂ-ａ)＋0）

 運　　賃

定期外

定　 期

　料　　金

　合　　計

※　「処理方針」とは、平成31年4月4日付け「消費税率の引上げに伴う鉄軌道事業の旅客運賃等の変更に関する処理方針」を指す。

注　１．「増収率」欄は小数点第３位までを四捨五入により記載すること。
　 　２．「C/D×100」欄は小数点第１位までを四捨五入により記載すること。

旅客運輸収入

旅客運賃等の算出の基礎を記載した書類

現　　　　　　行
改　　定

処理方針※
4.(1)①の収入

処理方針※
4.(1)②+③ C-D C/D×100

（単位：千円）

増収率
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消費税率の引上げに伴う鉄道運賃の改定方法のイメージ

現行の上限運賃に一律かつ機械的に税転嫁を行うこと（単純転嫁）を基本とするが、運賃設定上の端数処理等により
事業全体の増収率に過不足が生じる場合は、事業全体で適正な転嫁となるよう調整する。

旅客運輸収入（現行上限運賃×実績輸送量）

現行上限運賃による運賃収入
適正増収率(110/108)

1.852％

①改定前

②単純転嫁

③調整後

端数処理の結果、
全体の増収率に
過不足が生じる

（調整なし）

事業全体で
適正な増収率
となるよう調整

定期外

過剰

不足

旅客運輸収入（改定後上限運賃×実績輸送量） ＜パターン１＞

旅客運輸収入（改定後上限運賃×実績輸送量） ＜パターン２＞

旅客運輸収入（改定後上限運賃×実績輸送量）

・端数の切り上げ又は切り捨て、10円単位での減額、回数券の発売額据置等
（調整に当たっては、利用者の公平感・負担感や改定率のバランスに配慮）

・普通運賃 税抜運賃(基準額)×110/100
・定期運賃・料金 現行運賃×110/108

単純転嫁

調整

• 10円単位運賃の端数処理は原則として
四捨五入とする。

• ICカード1円単位運賃導入事業者が引
き続き設定する10円単位の普通運賃に
ついては、切り上げの端数処理を認める。
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４．北総鉄道の旅客運賃上限変更認可申請について 
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(別　　　　紙）

１． 氏名又は名称及び住所
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷四丁目２番３号
北　総　鉄　道　株　式　会　社
　取締役社長　　室　谷　 正　裕

２． 変更しようとする運賃の上限を適用する路線

北総線　（京成高砂～印旛日本医大）　　３２．３ｋｍ

３． 変更しようとする運賃の上限の種類、額及び適用方法

別紙１のとおり。
なお、すべての運賃は消費税を含んだ額である。

４． 変更を必要とする理由

５． 実施予定日

　　　別紙２のとおり２０１９年１０月１日

６． 添付資料

　　　別紙２のとおり

２０１９年１０月１日からの消費税率の引き上げに伴い、消費税相当分を運賃の上
限に転嫁するための変更認可を申請するものであります。
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別　紙　１

　　　　 ３キロメートルまで　　　　２１０円 　　　　 ３キロメートルまで　　　　２１０円

　　　　 ３キロメートルを超え 　　　　 ３キロメートルを超え

　　　 　５キロメートルまで　　　　３２０円 　　　 　５キロメートルまで　　　　３１０円

 １．普通旅客運賃  １．普通旅客運賃

　対キロ区間制 　対キロ区間制

　（１）略 　（１）略

変更しようとする旅客運賃の種類・額及び適用方法

申　　　　　　　　　　請 現　　　　　　　　　　行

第１　運賃の計算方法 第１　運賃の計算方法

　　　　める額とする。 　　　　める額とする。

　　　　 ３キロメートルまで　　　　２１０円 　　　　 ３キロメートルまで　　　　２０６円

　　　　 ３キロメートルを超え 　　　　 ３キロメートルを超え

　（２）運賃計算方 　（２）運賃計算方

　 ア．１円単位運賃の大人片道普通旅客運賃 　 ア．１円単位運賃の大人片道普通旅客運賃

　　　　次の区分の額とし、これを最高額として別途定 　　　　次の区分の額とし、これを最高額として別途定

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　２キロメートルまでを 　　　 　７キロメートルを超え

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに７４円加算 　　　 　９キロメートルまで　　　　４５３円

　　　 　９キロメートルを超え 　　　 　９キロメートルを超え

　　　 　５キロメートルまで　　　　３１４円 　　　 　５キロメートルまで　　　　３０８円

　　　 　５キロメートルを超え 　　　 　５キロメートルを超え

　　　 　９キロメートルまでの部分 　　　 　７キロメートルまで　　　　３８１円

　　　 　１４キロメートルを超え 　　　 　１４キロメートルを超え

　　　 　１７キロメートルまで　　　６６０円 　　　 　１７キロメートルまで　　　６４８円

　　　 　１７キロメートルを超え 　　　 　１７キロメートルを超え

　　　 　１１キロメートルまで　　　５２４円 　　　 　１１キロメートルまで　　　５１５円

　　　 　１１キロメートルを超え 　　　 　１１キロメートルを超え

　　　 　１４キロメートルまで　　　５９７円 　　　 　１４キロメートルまで　　　５８６円

　　　 　２３キロメートルを超え 　　　 　２３キロメートルを超え

　　　 　２６キロメートルまで　　　７９６円 　　　 　２６キロメートルまで　　　７８１円

　　　 　２６キロメートルを超え 　　　 　２６キロメートルを超え

　　　 　２０キロメートルまで　　　７１２円 　　　 　２０キロメートルまで　　　６９９円

　　　 　２０キロメートルを超え 　　　 　２０キロメートルを超え

　　　 　２３キロメートルまで　　　７６５円 　　　 　２３キロメートルまで　　　７５１円

　　　 　２９キロメートルまで　　　８２８円 　　　 　２９キロメートルまで　　　８１３円

　　　 　２９キロメートルを超え 　　　 　２９キロメートルを超え

　　　 　３３キロメートルまで　　　８５９円 　　　 　３３キロメートルまで　　　８４３円

　 イ．１０円単位運賃の大人片道普通旅客運賃 　 イ．１０円単位運賃の大人片道普通旅客運賃

　　　　次の区分の額とし、これを最高額として別途定 　　　　次の区分の額とし、これを最高額として別途定

　　　　める額とする 　　　　める額とする

　(注)別途定める額 略 　(注)別途定める額 略
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申　　　　　　　　　　請 現　　　　　　　　　　行

　　　 　９キロメートルまで　　　　１９，３２０円 　　　 　９キロメートルまで　　　　１８，９６０円

　　　 　９キロメートルを超え 　　　 　９キロメートルを超え

　　　 　１１キロメートルまで　　　２１，９６０円 　　　 　１１キロメートルまで　　　２１，５５０円

　　　　 ３キロメートルを超え 　　　　 ３キロメートルを超え

　　　 　５キロメートルまで　　　　１３，１７０円 　　　 　５キロメートルまで　　　　１２，９３０円

　　　 　５キロメートルを超え 　　　 　５キロメートルを超え

　　　 　７キロメートルまで　　　　１６，２５０円 　　　 　７キロメートルまで　　　　１５，９５０円

　　　 　７キロメートルを超え 　　　 　７キロメートルを超え

　 ア．１か月定期旅客運賃 　 ア．１か月定期旅客運賃

　　　　次の区分の額とし、これを最高額として別途定 　　　　次の区分の額とし、これを最高額として別途定

　　　　める額とする。 　　　　める額とする。

　 （ア）通勤定期旅客運賃 　 （ア）通勤定期旅客運賃

　　　　 ３キロメートルまで　　　　８，７８０円 　　　　 ３キロメートルまで　　　　８，６２０円

　 ウ．略 　 ウ．略

　（３）、（４）、（５）略 　（３）、（４）、（５）略

 ２．定期旅客運賃  ２．定期旅客運賃

　（１）運賃計算方 　（１）運賃計算方

　　　 　２３キロメートルを超え 　　　 　２３キロメートルを超え

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに３０円加算 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに３０円加算

　　　 　２９キロメートルを超え

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに３０円加算

　　　 　２９キロメートルを超え

　　　 　３３キロメートルまで　　　 　　　 　３３キロメートルまで　　　

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　４キロメートルまでを 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　４キロメートルまでを

　　　 　５キロメートルを超え 　　　 　５キロメートルを超え

　　　 　７キロメートルまで　　　　３９０円 　　　 　７キロメートルまで　　　　３９０円

　　　 　７キロメートルを超え 　　　 　７キロメートルを超え

　　　 　９キロメートルまで　　　　４７０円 　　　 　９キロメートルまで　　　　４６０円

　　　 　９キロメートルを超え 　　　 　９キロメートルを超え

　　　 　１１キロメートルまで　　　５３０円 　　　 　１１キロメートルまで　　　５２０円

　　　 　１１キロメートルを超え

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに３０円加算

　　　 　２０キロメートルまでの部分 　　　 　１７キロメートルまで　　　６５０円

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　３キロメートルまでを 　　　 　１７キロメートルを超え

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに６０円加算 　　　 　２０キロメートルまで　　　７００円

　　　 　２０キロメートルを超え 　　　 　２０キロメートルを超え

　　　 　２３キロメートルまで　　　７７０円 　　　 　２３キロメートルまで　　　７６０円

　　　 　２９キロメートルまでの部分 　　　 　２９キロメートルまでの部分

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　３キロメートルまでを 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　３キロメートルまでを

　　　 　１１キロメートルを超え

　　　 　１４キロメートルまで　　　６００円 　　　 　１４キロメートルまで　　　５９０円

　　　 　１４キロメートルを超え 　　　 　１４キロメートルを超え

　(注)別途定める額 略 　(注)別途定める額 略
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申　　　　　　　　　　請 現　　　　　　　　　　行

　　　　 ３キロメートルを超え 　　　　 ３キロメートルを超え

　　　 　５キロメートルまで　　　　８，２８０円 　　　 　５キロメートルまで　　　　８，１３０円

　　　 　２３キロメートルまで　　　３２，０５０円 　　　 　２３キロメートルまで　　　３１，４６０円

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに１，３２０円加算

　 （イ）通学定期旅客運賃 　 （イ）通学定期旅客運賃

　　　　 ３キロメートルまで　　　　５，５２０円 　　　　 ３キロメートルまで　　　　５，４２０円

　　　 　２３キロメートルを超え

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　３キロメートルまでを 　　　 　２６キロメートルを超え

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに１，３２０円加算 　　　 　２９キロメートルまで　　　３４，０５０円

　　　 　２９キロメートルを超え 　　　 　２９キロメートルを超え

　　　 　３３キロメートルまで　　　 　　　 　３３キロメートルまで　　　３５，３４０円

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　４キロメートルまでを

　　　 　１４キロメートルを超え 　　　 　１４キロメートルを超え

　　　 　１７キロメートルまで　　　２７，６６０円 　　　 　１７キロメートルまで　　　２７，１５０円

　　　 　１７キロメートルを超え 　　　 　１７キロメートルを超え

　　　 　２０キロメートルまで　　　２９，８５０円 　　　 　２０キロメートルまで　　　２９，３００円

　　　 　２０キロメートルを超え 　　　 　２０キロメートルを超え

　　　 　１１キロメートルを超え 　　　 　１１キロメートルを超え

　　　 　１４キロメートルまで　　　２５，０２０円 　　　 　１４キロメートルまで　　　２４，５６０円

　　　 　５キロメートルを超え 　　　 　５キロメートルを超え

　　　 　９キロメートルまでの部分　　　　 　　　 　７キロメートルまで　　　　１０，０２０円

　　　 　２３キロメートルを超え

　　　 　２９キロメートルまでの部分 　　　 　２６キロメートルまで　　　３２，７５０円

　　　 　１１キロメートルまで　　　１３，８００円 　　　 　１１キロメートルまで　　　１３，５４０円

　　　 　１１キロメートルを超え 　　　 　１１キロメートルを超え

　　　 　１４キロメートルまで　　　１５，７３０円 　　　 　１４キロメートルまで　　　１５，４４０円

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　２キロメートルまでを 　　　 　７キロメートルを超え

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに１，９３０円加算 　　　 　９キロメートルまで　　　　１１，９２０円

　　　 　９キロメートルを超え 　　　 　９キロメートルを超え

　　　 　２０キロメートルまで　　　１８，７８０円 　　　 　２０キロメートルまで　　　１８，４３０円

　　　 　２０キロメートルを超え 　　　 　２０キロメートルを超え

　　　 　２３キロメートルまで　　　２０，１５０円 　　　 　２３キロメートルまで　　　１９，７８０円

　　　 　１４キロメートルを超え 　　　 　１４キロメートルを超え

　　　 　１７キロメートルまで　　　１７，３９０円 　　　 　１７キロメートルまで　　　１７，０７０円

　　　 　１７キロメートルを超え 　　　 　１７キロメートルを超え

　(注)別途定める額 略 　(注)別途定める額 略

　　　 　２９キロメートルまで　　　２１，８００円 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに８１０円加算

　　　 　２３キロメートルを超え 　　　 　２３キロメートルを超え

　　　 　２６キロメートルまで　　　２０，９８０円 　　　 　２９キロメートルまでの部分

　　　 　２６キロメートルを超え 　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　３キロメートルまでを
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申　　　　　　　　　　請 現　　　　　　　　　　行

　　（注）変更しようとする総ての事項について記入する。

　(注)別途定める額 略 　(注)別途定める額 略

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　４キロメートルまでを

　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　増すごとに８１０円加算

　　　 　２９キロメートルを超え 　　　 　２９キロメートルを超え

　　　 　３３キロメートルまで　　　２２，６３０円 　　　 　３３キロメートルまで　　　
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普通旅客運賃 普通旅客運賃 税抜運賃（基準額）

キロ程
１円単位

運賃
10円単位

運賃
キロ程

１円単位
運賃

10円単位
運賃

キロ程 税抜運賃

1 210 210 1 206 210 1 191
2 210 210 2 206 210 2 191
3 210 210 3 206 210 3 191
4 314 320 4 308 310 4 286
5 314 320 5 308 310 5 286
6 388 390 6 381 390 6 353
7 388 390 7 381 390 7 353
8 462 470 8 453 460 8 420
9 462 470 9 453 460 9 420
10 524 530 10 515 520 10 477
11 524 530 11 515 520 11 477
12 597 600 12 586 590 12 543
13 597 600 13 586 590 13 543
14 597 600 14 586 590 14 543
15 660 660 15 648 650 15 600
16 660 660 16 648 650 16 600
17 660 660 17 648 650 17 600
18 712 720 18 699 700 18 648
19 712 720 19 699 700 19 648
20 712 720 20 699 700 20 648
21 765 770 21 751 760 21 696
22 765 770 22 751 760 22 696
23 765 770 23 751 760 23 696
24 796 800 24 781 790 24 724
25 796 800 25 781 790 25 724
26 796 800 26 781 790 26 724
27 828 830 27 813 820 27 753
28 828 830 28 813 820 28 753
29 828 830 29 813 820 29 753
30 859 860 30 843 850 30 781
31 859 860 31 843 850 31 781
32 859 860 32 843 850 32 781
33 859 860 33 843 850 33 781

※「税抜運賃（基準額）」とは、前回運賃改定時に算定した税抜の普通旅客運賃である。
　前回運賃改定時に税抜運賃を算定していない場合及び今回新たに１円単位運賃を導入する
　場合は、現行の普通旅客運賃に108分の8を乗じて算出した税額を同運賃から減額して算定
　した額を基準額とする。

［参考］　普通旅客運賃の税抜運賃（基準額）について

申　　　　　　　　　　請 現　　　　　　　　　　行

税抜運賃（基準額）×１１０／１００

１円未満の端数切り捨て １０円未満の端数切り上げ
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別　紙　２

添　付　資　料

　１．キロ別普通旅客運賃値上率表（新旧対照）

　２．キロ別定期旅客運賃値上率表（新旧対照）

　　　　通　勤　・　通　学　１・３・６月

　３．定期旅客運賃キロ別割引率表

　　　　通　勤　・　通　学　　（１か月）

　４．旅客運賃等の算出の基礎を記載した書類
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（１）磁気乗車券（１０円単位運賃）

運賃 値上率 運賃 値上率
キロ 円 円 ％ キロ 円 円 ％
1～3 210 210 0.000
4～5 310 320 3.226
6～7 390 390 0.000
8～9 460 470 2.174

10～11 520 530 1.923
12～14 590 600 1.695
15～17 650 660 1.538
18～20 700 720 2.857
21～23 760 770 1.316
24～26 790 800 1.266
27～29 820 830 1.220
30～33 850 860 1.176

　　　　平均値上率 1.557 ％
　　　　最　　　 　高 3.226 ％
　　　　最　　　 　低 0.000 ％

 　平均値上率は、実績年度の収入ウェートにより算出

　　（小数点第３位までを四捨五入により記載）

　運賃計算方法（申請） 　運賃計算方法（現行）

*値上率は小数第3位までを四捨五入により記載

申　　　　　　　　　　請 現　　　　　　　　　　行

１．キロ別普通旅客運賃値上率表（新旧対照）

営業キロ程 現行運賃
申請

営業キロ程 現行運賃
申請

ア．大人片道運賃
３キロメートルまで　２１０円
３キロメートルを超え　５キロメートルまで　 ３２０円
５キロメートルを超え  ７キロメートルまで　 ３９０円
７キロメートルを超え　９キロメートルまで　 ４７０円
９キロメートルを超え 11キロメートルまで　 ５３０円
11キロメートルを超え 14キロメートルまで  ６００円
14キロメートルを超え 20キロメートルまでの部分
　　　３キロメートルまでを増すごとに　　　６０円加算
20キロメートルを超え 23キロメートルまで　７７０円
23キロメートルを超え 29キロメートルまでの部分
　　　３キロメートルまでを増すごとに　　　３０円加算
29キロメートルを超え 33キロメートルまで
　　　４キロメートルまでを増すごとに　　　３０円加算

イ．小児
大人の片道普通旅客運賃を折半し、１０円未満のは
数を１０円単位に切り上げた額とする。

ア．大人片道運賃
３キロメートルまで　２１０円
３キロメートルを超え　５キロメートルまで　 ３１０円
５キロメートルを超え  ７キロメートルまで　 ３９０円
７キロメートルを超え　９キロメートルまで　 ４６０円
９キロメートルを超え 11キロメートルまで　 ５２０円
11キロメートルを超え 14キロメートルまで  ５９０円
14キロメートルを超え 17キロメートルまで　６５０円
17キロメートルを超え 20キロメートルまで　７００円
20キロメートルを超え 23キロメートルまで　７６０円
23キロメートルを超え 29キロメートルまでの部分
　　　３キロメートルまでを増すごとに　　　３０円加算
29キロメートルを超え 33キロメートルまで
　　　４キロメートルまでを増すごとに　　　３０円加算

イ．小児
大人の片道普通旅客運賃を折半し、１０円未満のは
数を１０円単位に切り上げた額とする。
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（２）ＩＣ乗車券（１円単位運賃）

運賃 値上率 運賃 値上率
キロ 円 円 ％ キロ 円 円 ％
1～3 206 210 1.942
4～5 308 314 1.948
6～7 381 388 1.837
8～9 453 462 1.987

10～11 515 524 1.748
12～14 586 597 1.877
15～17 648 660 1.852
18～20 699 712 1.860
21～23 751 765 1.864
24～26 781 796 1.921
27～29 813 828 1.845
30～33 843 859 1.898

　　　　平均値上率 1.894 ％
　　　　最　　　 　高 1.987 ％
　　　　最　　　 　低 1.748 ％

 　平均値上率は、実績年度の収入ウェートにより算出

　　（小数点第３位までを四捨五入により記載）

　運賃計算方法（申請） 　運賃計算方法（現行）

ア．大人片道運賃　　　 ア．大人片道運賃　　　
３キロメートルまで　　　　　２１０円 ３キロメートルまで　　　　　２０６円
３キロメートルを超え ５キロメートルまで　 　３１４円 ３キロメートルを超え ５キロメートルまで　 　３０８円
５キロメートルを超え ９キロメートルまでの部分 ５キロメートルを超え ７キロメートルまで　　 ３８１円
　　　２キロメートルまでを増すごとに　　　７４円加算 ７キロメートルを超え　９キロメートルまで　　４５３円
９キロメートルを超え　11キロメートルまで　５２４円 ９キロメートルを超え　11キロメートルまで　５１５円
11キロメートルを超え 14キロメートルまで　 ５９７円 11キロメートルを超え 14キロメートルまで　 ５８６円
14キロメートルを超え　17キロメートルまで　６６０円 14キロメートルを超え　17キロメートルまで　６４８円
17キロメートルを超え　20キロメートルまで　７１２円 17キロメートルを超え　20キロメートルまで　６９９円
20キロメートルを超え　23キロメートルまで　７６５円 20キロメートルを超え　23キロメートルまで　７５１円
23キロメートルを超え　26キロメートルまで　７９６円 23キロメートルを超え　26キロメートルまで　７８１円
26キロメートルを超え　29キロメートルまで　８２８円 26キロメートルを超え　29キロメートルまで　８１３円
29キロメートルを超え 33キロメートルまで　 ８５９円 29キロメートルを超え 33キロメートルまで　 ８４３円

イ．小児 イ．小児
大人の片道普通旅客運賃を折半し、１円未満のは数 大人の片道普通旅客運賃を折半し、１円未満のは数
を切り捨てた額とする。　　　　 を切り捨てた額とする。　　　　

*値上率は小数第3位までを四捨五入により記載

申請

申　　　　　　　　　　請 現　　　　　　　　　　行

営業キロ程 現行運賃
申請

営業キロ程 現行運賃

68



　（１）通勤定期

現行 申請 値上率 現行 申請 値上率 現行 申請 値上率
キロ 円 円 ％ 円 円 ％ 円 円 ％
1～3 8,620 8,780 1.856 24,570 25,030 1.872 46,550 47,420 1.869
4～5 12,930 13,170 1.856 36,860 37,540 1.845 69,830 71,120 1.847
6～7 15,950 16,250 1.881 45,460 46,320 1.892 86,130 87,750 1.881
8～9 18,960 19,320 1.899 54,040 55,070 1.906 102,390 104,330 1.895

10～11 21,550 21,960 1.903 61,420 62,590 1.905 116,370 118,590 1.908
12～14 24,560 25,020 1.873 70,000 71,310 1.871 132,630 135,110 1.870
15～17 27,150 27,660 1.878 77,380 78,840 1.887 146,610 149,370 1.883
18～20 29,300 29,850 1.877 83,510 85,080 1.880 158,220 161,190 1.877
21～23 31,460 32,050 1.875 89,670 91,350 1.874 169,890 173,070 1.872
24～26 32,750 33,370 1.893 93,340 95,110 1.896 176,850 180,200 1.894
27～29 34,050 34,690 1.880 97,050 98,870 1.875 183,870 187,330 1.882
30～33 35,340 36,010 1.896 100,720 102,630 1.896 190,840 194,460 1.897

　　　平均 1.878 ％ 　　　平均 1.878 ％ 　　　平均 1.878 ％
　　　最高 1.903 ％ 　　　最高 1.906 ％ 　　　最高 1.908 ％
　　　最低 1.856 ％ 　　　最低 1.845 ％ 　　　最低 1.847 ％

*平均値上げ率は、実績年度の収入ウェートにより算出（小数点第３位までを四捨五入により記載）

値上率

２．キロ別定期旅客運賃値上率表（新旧対照）

営　業
キロ程

1か月 ３か月 ６か月

現行運賃×１１０．０３８５※／１０８

（１０円未満の端数を四捨五入）

※１１０を上回る部分（０．０３８５）

は事業全体で適正な増収率と

するための調整

１か月×３×０．９５

（１０円未満の端数切上げ）

１か月×６×０．９

（１０円未満の端数切上げ）
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　（２）通学定期

現行 申請 値上率 現行 申請 値上率 現行 申請 値上率
キロ 円 円 ％ 円 円 ％ 円 円 ％
1～3 5,420 5,520 1.845 15,450 15,740 1.877 29,270 29,810 1.845
4～5 8,130 8,280 1.845 23,180 23,600 1.812 43,910 44,720 1.845
6～7 10,020 10,210 1.896 28,560 29,100 1.891 54,110 55,140 1.904
8～9 11,920 12,140 1.846 33,980 34,600 1.825 64,370 65,560 1.849

10～11 13,540 13,800 1.920 38,590 39,330 1.918 73,120 74,520 1.915
12～14 15,440 15,730 1.878 44,010 44,840 1.886 83,380 84,950 1.883
15～17 17,070 17,390 1.875 48,650 49,570 1.891 92,180 93,910 1.877
18～20 18,430 18,780 1.899 52,530 53,530 1.904 99,530 101,420 1.899
21～23 19,780 20,150 1.871 56,380 57,430 1.862 106,820 108,810 1.863
24～26 20,590 20,980 1.894 58,690 59,800 1.891 111,190 113,300 1.898
27～29 21,400 21,800 1.869 60,990 62,130 1.869 115,560 117,720 1.869
30～33 22,210 22,630 1.891 63,300 64,500 1.896 119,940 122,210 1.893

　　　平均 1.877 ％ 　　　平均 1.877 ％ 　　　平均 1.877 ％
　　　最高 1.920 ％ 　　　最高 1.918 ％ 　　　最高 1.915 ％
　　　最低 1.845 ％ 　　　最低 1.812 ％ 　　　最低 1.845 ％

*平均値上げ率は、実績年度の収入ウェートにより算出（小数点第３位までを四捨五入により記載）

値上率

２．キロ別定期旅客運賃値上率表（新旧対照）

営　業
キロ程

1か月 ３か月 ６か月

現行運賃×１１０．０３８５※／１０８

（１０円未満の端数を四捨五入）

※１１０を上回る部分（０．０３８５）

は事業全体で適正な増収率と

するための調整

１か月×３×０．９５

（１０円未満の端数切上げ）

１か月×６×０．９

（１０円未満の端数切上げ）
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現行 申請 無割運賃 運賃 割引率 無割運賃 運賃 割引率 無割運賃 運賃 割引率 無割運賃 運賃 割引率
円 円 円 円 ％ 円 円 ％ 円 円 ％ 円 円 ％

1～3 210 210 12,600 8,620 31.587 12,600 8,780 30.317 12,600 5,420 56.984 12,600 5,520 56.190
4～5 310 320 18,600 12,930 30.484 19,200 13,170 31.406 18,600 8,130 56.290 19,200 8,280 56.875
6～7 390 390 23,400 15,950 31.838 23,400 16,250 30.556 23,400 10,020 57.179 23,400 10,210 56.368
8～9 460 470 27,600 18,960 31.304 28,200 19,320 31.489 27,600 11,920 56.812 28,200 12,140 56.950

10～11 520 530 31,200 21,550 30.929 31,800 21,960 30.943 31,200 13,540 56.603 31,800 13,800 56.604
12～14 590 600 35,400 24,560 30.621 36,000 25,020 30.500 35,400 15,440 56.384 36,000 15,730 56.306
15～17 650 660 39,000 27,150 30.385 39,600 27,660 30.152 39,000 17,070 56.231 39,600 17,390 56.086
18～20 700 720 42,000 29,300 30.238 43,200 29,850 30.903 42,000 18,430 56.119 43,200 18,780 56.528
21～23 760 770 45,600 31,460 31.009 46,200 32,050 30.628 45,600 19,780 56.623 46,200 20,150 56.385
24～26 790 800 47,400 32,750 30.907 48,000 33,370 30.479 47,400 20,590 56.561 48,000 20,980 56.292
27～29 820 830 49,200 34,050 30.793 49,800 34,690 30.341 49,200 21,400 56.504 49,800 21,800 56.225
30～33 850 860 51,000 35,340 30.706 51,600 36,010 30.213 51,000 22,210 56.451 51,600 22,630 56.143

（総収入） （総収入） （総収入） （総収入） （総収入） （総収入） （総収入） （総収入）
千円 千円 ％ 千円 千円 ％ 千円 千円 ％ 千円 千円 ％

1,303,258 901,391 30.836 1,324,885 918,321 30.687 473,199 205,605 56.550 480,281 209,465 56.387
*平均割引率は、実績年度の収入ウェート、改定後収入ウェートによって算出。（小数点第３位までを四捨五入により記載）

平均割引率

３．定期旅客運賃キロ別割引率表

キロ程
普通運賃

通勤定期旅客運賃（1か月） 通学定期旅客運賃（1か月）
現　　　　　　　　行 申　　　　　　　　請 現　　　　　　　　行 申　　　　　　　　請
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事業者名：北総鉄道株式会社

うち消費税額
（8％）

10％の場合
の消費税額

（Ａ） （ａ＝Ａ×8/108） （ｂ＝Ａ×10/108） （Ｂ） （B-A)/A×100 （Ｃ＝Ｂ－Ａ） （Ｄ＝(ｂ-ａ)＋0）

 運　　賃 13,946,513 1,033,075 1,291,344 14,204,771 1.852 258,258 258,269 -11 100.0 

定期外 5,729,400 424,400 530,500 5,833,334 1.814 103,934 106,100 -2,166 98.0 

定　 期 8,217,113 608,675 760,844 8,371,437 1.878 154,324 152,169 2,155 101.4 

　料　　金 - - - - - - - - -

　合　　計 13,946,513 1,033,075 1,291,344 14,204,771 1.852 258,258 258,269 -11 100.0 

※　「処理方針」とは、平成31年4月4日付け「消費税率の引上げに伴う鉄軌道事業の旅客運賃等の変更に関する処理方針」を指す。

注　１．「増収率」欄は小数点第３位までを四捨五入により記載すること。
　 　２．「C/D×100」欄は小数点第１位までを四捨五入により記載すること。

旅客運輸収入

旅客運賃等の算出の基礎を記載した書類

（単位：千円）

現　　　　　　行
改　　定 増収率

処理方針※
4.(1)①の収入

処理方針※
4.(1)②+③ C-D C/D×100

運賃改定による増収（Ｃ）が

消費税額の増加（Ｄ）を超えない事業全体として１１０／１０８（≒１．８５２％）以内の増収
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北総鉄道の認可申請における消費税の転嫁方法について

北総鉄道の現行の上限運賃に税率変更分を単純に転嫁した場合、運賃設定上の端数処理の影響により事業全体
の増収率に不足が生じることから、事業全体で適正な増収率となるよう調整している。

普通運賃については、より正確な転嫁を可能とするICカード１円単位運賃を導入するとともに、処理方針に則って、
常に「IC運賃≦現金運賃」となるよう端数処理を行っており、調整の余地がないことから、処理方針の３（２）に従って
定期運賃において調整を行っている。

なお、定期運賃の調整に当たっては、特定の券種（通勤・通学）や特定の区間に負担が偏ることのないよう、現行の
定期運賃に乗じる率を一律に引き上げることで対応している。

普通運賃

現行上限運賃による運賃収入
適正増収率(110/108)

1.852％

①改定前

②単純転嫁

定期運賃

普通運賃 定期運賃

③調整 普通運賃 定期運賃

・税抜運賃(基準額)×110/100
<ICカード> ⇒1円単位
<きっぷ> ⇒10円単位（端数切り上げ）

・現行定期運賃×110/108
⇒10円単位（端数は四捨五入）

・現行定期運賃に乗じる率を110/108から
110.0385/108に一律に高めることで調整
（各区間0円～20円の増額）

転嫁不足
1.836％

1.852％

単純転嫁 単純転嫁

調整（調整なし）
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パブリックコメントに寄せられたご意見 

 

○パブリックコメント意見提出数（北総鉄道の申請に関するもの）：１件 

○意見募集期間：令和元年７月８日（月）～令和元年７月２１日（日） 

 

ご意見（北総鉄道に関する部分の抜粋） 

 

 ・運賃が高額な鉄道会社について 

北総鉄道 東葉高速鉄道 埼玉高速鉄道などでは、他の鉄道各社の比べて運賃が高

額となっています。 

東葉高速鉄道では、建設費高騰による長期的な負債を５０年かけて返済していく

ため、運賃が高額となっているとの説明が公式サイトにございます。 

  一方で、北総鉄道では過去に行政訴訟となるなど、利用者に理解が浸透していな

いケースもあります。 

 運賃が高額な鉄道会社については、運賃高額な理由や、直近数年間を基に試算する

などして今後の返済の見通しを示すとともに、その内容を利用者への理解浸透の為

にポスター等で各駅の券売機や駅構内などに掲出することを提案いたします。 

 

 

 

 

   

このほかに、特に北総鉄道に限ってのご意見ではないが、ＩＣカード１円単位運

賃を導入している事業者において、切符の１０円単位運賃の端数処理を切り上げと

することは不公正・不公平であり反対とのご意見が１件あった。 
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